
 

本補助金の交付申請できる者は、次に掲げる団体のうち、当該団体又はその構成員が地域特産物の

出荷を行い、かつ、市町村内に出荷等の拠点を有する団体とする。 
 

ア 農業協同組合法に規定する農業協同組合又は農事組合法人 
 
イ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は漁業生産組合 
 
ウ 森林組合法に規定する森林組合又は森林組合連合会 
 

エ  中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等   
 

オ  農林漁業者等の組織する団体 

（１）農地法に規定する農地所有適格法人のうち、農地法第６条の報告を行っているもの 
 

（２）農林漁業を営む者の組織する団体のうち、次の①から⑤の全てを満たすもの 

① 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること。 

② 規約等に構成員が生産した農林水産物を共同出荷する事業についての定めがあること。 

③ 家計を別にする農林漁業従事者３戸以上が構成員となっていること。 

④ 構成員のすべてが、直近１年間において確定申告を行っていること。 

⑤ 農林漁業従事者である構成員の３戸以上が、業種別に以下の要件を満たすこと。ただし、

新規就業者においてはこの限りではない。 

【農業】 

・市町村において農地基本台帳に登録されている者 

・直近１年間における確定申告において、農産物の販売金額が50万円以上である者 

【漁業】 

・沖縄県知事から漁船登録を受けた漁船又は市町村内に地域特産物に係る養殖施設を所

有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、漁獲物及び収穫物の販売金額が50万円以上で

ある者 

【畜産業】 

・市町村内に地域特産物に係る飼養施設を所有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、畜産物の販売金額が50万円以上である者 

【林業】 

・市町村内に地域特産物に係る生産施設を所有又は使用して事業を行っている者 

・直近１年間における確定申告において、林産物の販売金額が50万円以上である者 
 

カ  知事の認める団体 

地域特産物を販売する法人で、市町村内の家計を別にする農林漁業従事者３戸以上と契約し、 

仕入れを行っているもの。 

 
※ おきなわ農林水産物県外出荷促進事業（県外出荷促進）と重複申請することは出来ません。 

補助対象者 


